
証券コード　3961

2019年３月13日

株　主　各　位
大阪府吹田市江坂町一丁目2 3番 4 3号

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社
代表取締役社長 トーマス・アクイナス・フォーリー

第21期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第21期定時株主総会を下記により開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2019年３月28日（木曜日）午前10時
２．場 所 大阪府吹田市豊津町９－６

新大阪江坂　東急REIホテル　３階　ウッドルーム
会場が昨年と異なっておりますので、末尾の株主総会会場
ご案内図をご参照くださいますようお願い申しあげます。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第21期（2018年１月１日から2018年12月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

以　上

１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の株主総会出席票を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

２．事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネッ
ト上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.silveregg.co.jp/）に掲
載させていただきます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

( 2018年１月１日から
2018年12月31日まで )

１．会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行による金

融緩和を背景に雇用・所得環境や企業収益の改善などにより、緩やかな回

復基調で推移しました。また、海外情勢におきましては、米中貿易摩擦の

拡大、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響などが懸念され、

景気の先行きは不透明な状況が続いております。

一方で、当社の事業が関連するBtoC-EC（消費者向け電子商取引）市場

規模は、2016年に15.1兆円（前年比9.9％増）となり、2017年は16.5兆円

（前年比9.1％増）まで成長しております。また、2017年のネットショッ

ピングを利用した世帯（２人以上の世帯）の割合も34.3％（前年比6.5ポ

イント）と増加しており、引き続き電子商取引の更なる拡大が見込まれて

おります（経済産業省・総務省調べ）。

このような状況の中、当社はデジタルマーケティングにおける「パーソ

ナライゼーション」を追求するため、独自のAI（人工知能）技術を開発発

展させ、ECサイト運営企業、ウェブサービス企業向けに、AIを用いたマー

ケティング支援ツールである「リアルタイム・レコメンド・サービス」を

提供してまいりました。

営業活動につきましては、EC市場の拡大を受け、アパレル、人材、総合

通販等の既存業界のみならず、積極的な展示会出展やセミナー等の実施に

よる新規受注の増加、及び電子書籍等メディア業界のユーザー増加により

堅調に売上が伸長いたしました。また、BtoC-ECサイト以外にも、市場拡

大が予想されるCtoC-ECサイトへのサービス提供を開始いたしました。

2018年８月には、新サービスとして、行動情報から特定の商品の潜在顧客

を可視化するAIマーケティングツール「プロスペクター」をリリースし、

更に、各業界に特化した機能強化を進めてまいりました。
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研究開発につきましては、当社の次世代AIマーケティング・プラットフ

ォーム「Aigent（アイジェント）７」の新機能開発を進めると同時に、新

たなプラットフォームやサービスポートフォリオの技術開発に注力して

まいりました。更に新規サービス立ち上げの早期化を図るため、組織改編

及び開発リソース等の増強を図ってまいりました。

また、先端技術の研究開発及びアジア地域への事業展開も視野に入れ、

香港に子会社Silver Egg Technology Asia Limitedを設立し、事業展開等

の準備を進めてまいりました（登記：2018年11月・出資：2019年１月）。

今後も新規顧客及び業界開拓に向けて積極的なリードジェネレーショ

ンを行い、シェアを拡大するとともに、EC市場のニーズに応えていくた

め、高い利便性と精度を持った最新AIマーケティング・テクノロジーサー

ビスを提供し、あらゆるチャネルとデバイス上での顧客サイトの更なる付

加価値向上を実現してまいります。

以上の結果、当事業年度の営業収益は、918,001千円（前年同期比7.4％

増）、営業利益134,248千円（前年同期比10.1％減）、経常利益134,315千

円（前年同期比10.1％減）、当期純利益88,130千円（前年同期比7.7％減）

となりました。

なお、当社は、レコメンデーションサービス事業の単一セグメントであ

るため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。

(2) 設備投資の状況

当事業年度は、1,274千円の設備投資を行いました。その主な内容は、本

社の電源LAN工事とセキュリティ装置増設等となります。
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(3) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第 18 期

(2015年12月期)
第 19 期

(2016年12月期)
第 20 期

(2017年12月期)

第 21 期
(2018年12月期)
(当事業年度)

営 業 収 益(千円) 599,495 738,947 855,135 918,001

経 常 利 益(千円) 74,845 130,766 149,379 134,315

当 期 純 利 益(千円) 48,351 81,290 95,439 88,130

１株当たり当期純利益 (円) 2,003.88 32.36 33.29 30.27

総 資 産(千円) 326,948 774,478 921,675 1,005,957

純 資 産(千円) 253,676 664,511 800,129 900,072

１株当たり純資産 (円) 10,513.36 236.41 276.78 308.95

（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、１株当たり

純資産は、期末発行済株式総数（自己株式を除く）により算出してお

ります。

２．当社は、2016年６月16日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分

割を行っております。第19期につきましては期首に当該株式分割が行

われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算

定しております。

(4) 資金調達の状況

当事業年度において、ストック・オプションの行使により、11,812千円の

資金調達を行っております。

(5) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

　該当事項はありません。
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(6) 対処すべき課題

当社は、デジタルマーケティングにおける「パーソナライゼーション」を

追求するため、独自のAI（人工知能）技術を開発、発展させてまいりました。

消費者がどこにいてもベストなものをベストなタイミングで個別消費者の嗜

好にあった商品やサービスを探すために、当社の持つレコメンデーション技

術とサービスをECサイト運営企業、ウェブサービス企業に提供しております。

そのために、パフォーマンスの高いサービスを開発・提供し、顧客からの信

頼を向上させ、収益基盤をより強化する必要があると認識しております。

この目的を達成するために、当社は、以下の８点を主な経営の課題として

認識しております。

①　既存事業の収益の拡大

レコメンデーションサービス事業を主力の事業としておりますが、この

事業の安定的・継続的な発展が収益基盤の基礎として必要不可欠なもので

あると考えております。そのためにも新規顧客の獲得、既存顧客との連携

深化、継続的なユーザビリティの改善、及び安定的なサービス提供が必須

であります。今後も、消費者がどこにいてもベストなものをベストなタイ

ミングで個別消費者の嗜好にあった商品やサービスを探すことができるよ

うレコメンデーションサービスを提供し、更に信頼性を高め既存事業の収

益基盤の拡大を行ってまいります。

②　新規事業及び新商品開発による収益基盤の拡大

急激な事業環境の変化に対応し、収益の拡大を図るために、事業規模の

拡大と新たな収益源の確保が必須であると考えております。このために、

新規及び既存顧客との連携を深めるとともに、市場の潜在需要を的確に捉

え、レコメンデーション技術を活用した新商品及びサービス開発に積極的

に取り組むことで、更なる収益基盤の拡大を行ってまいります。
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③　グローバル展開への対応

今後の収益拡大を目指す上で、グローバルな事業展開が必要不可欠と考

えております。当社の既存顧客の中には、海外に進出している企業が多く、

すでに海外でもレコメンデーションサービスを利用いただいております。

また海外子会社と連携して、先端技術の研究開発及び多様かつグローバル

な視点を取り入れつつ、国内市場で蓄積してきました経験・ノウハウ等を

活かし、更なる収益拡大を目指すためにグローバルな事業展開を行ってま

いります。

④　システムの安定性の確保

インターネットを通じてサービスを提供することを主な事業としており、

安定的なサービス提供を確保するにはサービス提供に係るシステムの安定

的な稼働が重要であると認識しております。このため、データセンターに

おけるサーバの稼働については、常時監視を行うとともに、より安定性の

高いクラウド型サービスへの切替等を推進し、更なるシステム管理やシス

テム基盤の強化に努めてまいります。

⑤　技術革新への対応

新たなインターネット端末等の技術革新に対して適時に対応を進めるこ

とが、事業展開上重要な要素であると認識しております。当社としまして

は、業界内の主要ベンダーや技術コミュニティから発せられる最新情報を

定期的に入手し、自社製品に迅速に反映することでサービスの先進性や安

定性を確保していく方針であります。
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⑥　人材の確保

今後事業を拡大していくためには、優秀な人材の確保と育成が必要不可

欠であると考えております。特にサービスに精通した営業、コンサルタン

ト並びにエンジニアの採用においては、他社との獲得競争が激しさを増し、

今後も安定した人材確保には厳しい状況が続くものと思われます。当社と

しましては、魅力のある職場環境を構築し、採用における競争力の強化を

図るとともに、社員の能力やモチベーション向上に資するため、研修制度

の強化、福利厚生の充実、人事制度の整備・運用を進めてまいります。

⑦　内部管理体制の強化

更なる事業拡大、継続的な成長を遂げるためには、コンプライアンス体

制の強化と、確固たる内部管理体制構築を通じた業務の標準化と効率化の

徹底を図ることが重要であると考えております。内部統制の環境を適正に

整備し、コーポレート・ガバナンスを充実させることによって、内部管理

体制の強化を図り、経営の透明性と効率性を高め、企業価値の最大化に努

めてまいります。

⑧　情報セキュリティの強化

情報セキュリティにつきましては、今後の重要な課題であると認識して

おります。従業員に対する研修を通じ、情報セキュリティに係るリスクの

低減を啓蒙するとともに、ISMS（ISO27001）取得に向けて整備を進めてま

いります。
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(7) 主要な事業内容（2018年12月31日現在）

AI（人工知能）をベースにしたWebマーケティングサービスの開発・提供

(8) 主要な営業所（2018年12月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社 大阪府吹田市

東 京 オ フ ィ ス 東京都千代田区

(9) 従業員の状況（2018年12月31日現在）

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

45名 3名増 35.3歳 2.8年

（注）　上記従業員数は、就業人数でありパート・アルバイトは含んでおりません。

(10) 主要な借入先の状況（2018年12月31日現在）

該当事項はありません。

(11) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（2018年12月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 8,000,000株

(2) 発行済株式の総数 2,913,400株 （自己株式42株を含む）

（注）ストック・オプションの行使により、発行済株式総数は22,500株増加してお

ります。

(3) 株主数 2,313名

(4) 大株主の状況（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

トーマス・アクイナス・フォーリー 1,775,400株 60.93％

吉 川 　 直 樹 85,400 2.93

楽 天 証 券 株 式 会 社 34,800 1.19

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 26,300 0.90

牧 野 　 文 信 20,800 0.71

梅 森 　 正 芳 20,000 0.68

関 根 　 弘 良 18,800 0.64

大 和 証 券 株 式 会 社 13,300 0.45

藤 原 　 　 治 12,500 0.42

宮 森 　 裕 士 12,500 0.42

（注）持株比率は自己株式（42株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における当社役員等が保有する新株予約権の状況

第 １ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2014年12月24日

新 株 予 約 権 の 数 100個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式         10,000株
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額
新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して出資される
財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
50,000円

(１株当たり　500円)

権 利 行 使 期 間
2016年12月25日から
2024年12月24日まで

行 使 の 条 件 （注）２

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数　　　100個
目的となる株式数 10,000株
保有者数　　　　　　　1名

（注）１．社外取締役及び監査役には新株予約権を交付しておりません。

２．新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）が死亡し

た場合、相続人による新株予約権の相続は認めない。

②新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監

査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年

退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの

限りではない。

③新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場し、上場した日よ

り３ヶ月が経過するまでは行使することができない。

④その他の行使条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

(2) その他新株予約権等に関する重要な事項の状況

　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2018年12月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長
トーマス・アクイナ
ス ・ フ ォ ー リ ー

Eng＆Mkt部門担当

取 締 役 齋 藤 　 修 CSO、SM部門担当、CR部門担当

取 締 役 梅 森 正 芳 CFO、管理部門担当

取 締 役 中 嶋 　 智 CFOジャパン株式会社　代表取締役社長

常 勤 監 査 役 田 中 　 守

監 査 役 橋 本 芳 則
金子・中・橋本法律特許事務所　弁護士
東洋紙業株式会社　監査役

監 査 役 津 田 和 義

株式会社ブレイントラスト　代表取締役
株式会社ビスポーク　代表取締役
ヒロセ通商株式会社　取締役（監査等委
員）
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式
会社　監査役

（注）１．取締役中嶋智氏は、社外取締役であります。なお、当社は同氏を東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２．監査役橋本芳則氏及び津田和義氏は、社外監査役であります。なお、当社は両

氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出

ております。

３．監査役津田和義氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．2018年３月29日開催の第20期定時株主総会において、中嶋智氏は取締役に新たに

選任され、就任いたしました。

５．2018年３月29日開催の第20期定時株主総会において、田中守氏は監査役に新たに

選任され、就任いたしました。

６．取締役葭田徹氏は2018年３月29日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって

任期満了となり、退任いたしました。

７．監査役村上富造氏は2018年３月29日開催の第20期定時株主総会終結の時をもっ

て辞任により退任いたしました。

８．代表取締役社長トーマス・アクイナス・フォーリー氏は、2019年１月１日付で組

織変更により、Eng＆Mkt部門担当からEng＆BPO部門担当へ変更しております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、

その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条

第１項に定める最低責任限度額としております。

(3) 取締役及び監査役の報酬等

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

5名
（2名）

61,572千円
（2,490千円）

監 査 役
（う　ち　社　外　監　査　役）

4名
（3名）

10,615千円
（6,570千円）

合 計
（う　ち　社　外　役　員）

9名
（5名）

72,187千円
（9,060千円）

（注）１．上記には、2018年３月29日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任し

た社外取締役１名及び辞任した社外監査役１名に対する報酬等を含んでおりま

す。

２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりま

せん。

３．取締役の報酬限度額は、2015年３月30日開催の第17期定時株主総会において、

年額100,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいて

おります。また別枠で、2014年12月24日開催の臨時株主総会においてストッ

ク・オプション報酬額として年額10,000千円以内、2015年11月12日開催の臨時

株主総会においてストック・オプション報酬額として年額21,000千円以内と決

議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、2001年３月27日開催の第２期定時株主総会において、

年額50,000千円以内と決議いただいております。
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(4) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役中嶋智氏は、CFOジャパン株式会社の代表取締役社表であります。

当社と各兼職先との間に特別な関係はありません。

・監査役橋本芳則氏は、金子・中・橋本法律特許事務所の弁護士、東洋紙

業株式会社の監査役であります。当社と各兼職先との間に特別な関係は

ありません。

・監査役津田和義氏は、株式会社ブレイントラストの代表取締役、株式会

社ビスポークの代表取締役、ヒロセ通商株式会社の取締役（監査等委員）、

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社の監査役であります。当社

と各兼職先との間に特別な関係はありません。

②　会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

該当事項はありません。

③　当事業年度における主な活動状況

氏 名 地 位 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

中 嶋 　 智 社外取締役

2018年３月29日就任以降に開催された取締役会には、10回

中10回全てに出席し、主に企業経営における豊富な経験と

高い見識を活かした意見を述べるなど、取締役会の意思決

定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行って

おります。

橋 本 芳 則 社外監査役

当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席し、監査

役会14回全てに出席いたしました。弁護士としての専門

的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を

確保するための意見を必要に応じて述べております。ま

た、監査役会において、高い見識に基づき適宜、必要な発

言を行っております。

津 田 和 義 社外監査役

当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席し、監査

役会14回全てに出席いたしました。公認会計士としての

専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正

性を確保するための意見を必要に応じて述べておりま

す。また、監査役会において、高い見識に基づき適宜、必

要な発言を行っております。
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５．会計監査人の状況

(1) 名称　　　　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 8,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利
益の合計額

9,000

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において会社法上の会計監査人の監査に対する

報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、

実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、

これらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等について監査役会が同意をした理由

　監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実

務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会

計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(4) 非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業

務である「内部統制の模擬的な評価に係る指導・助言業務」についての対価

を支払っております。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株

主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま

す。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

当社の現在の事業規模、事業内容等を勘案し、現行の体制が最も効率的、効

果的に経営監視機能を実現でき、迅速かつ適切に経営上の意思決定や業務執行

を行うことができる体制であると考えております。

(1)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

①「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月１回開催しておりま

す。

②取締役は、取締役会及び情報の共有を推進することにより、他の取締役の

業務執行の監督を実施しております。

③監査役は監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通

じて、取締役の職務執行の監査を実施しております。

④代表取締役社長をコンプライアンスリスク全体に関する総括責任者として、

「リスク管理規程」に基づき、法令及び定款の遵守体制の構築、維持及び

整備を実施しております。

⑤監査役及び内部監査担当は、情報交換等連携し、職務執行内容が法令及び

定款、関連諸規程に準拠して適正に行われているか問題の有無を調査し、

必要に応じて取締役会へ報告を実施しております。

⑥「内部通報制度運用規程」に基づき、法令違反行為等に対して、社内外に

匿名で相談・申告できる「内部通報相談窓口」を設置し、申告者が不利益

な扱いを受けない体制を構築しております。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報につ

いては、法令及び「文書取扱規程」「業務分掌規程」等の関連規程に従い、

適切に記録し、定められた期間保存しております。

②「文書取扱規程」「業務分掌規程」ほか関連規程は、必要に応じて適時見

直し改善を図っております。
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(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①取締役会及びその他の重要な会議において、各取締役、経営幹部及び使用

人から、業務執行に関わる重要な情報の報告が実施されております。

②代表取締役社長をリスク管理の総括責任者として任命し、各担当取締役と

連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築しております。

③有事の際は、代表取締役社長が「緊急リスク対策本部」を設置し、必要に

応じて顧問弁護士等と迅速な対応をとれる体制をとっており、またリスク

管理体制を明文化した、「リスク管理規程」に準拠した体制を構築してお

ります。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報が各取締役

に提供されております。

②経営及び業務執行に必要な情報については、ＩＴを活用し迅速かつ的確に

各取締役が共有しております。

③めまぐるしく変化する経営環境にも対応できるよう、取締役の任期を、就

任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとするこ

とを定めております。

(5)監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

①当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、監査役は取

締役と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置させることが

できます。

②監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監

査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとします。
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(6)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告

に関する体制

①監査役は、取締役会以外にもストラテジーミーティング（経営会議）等の

業務執行の重要な会議へ必要に応じて出席しており、当社における重要事

項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受けることができる

体制を構築しております。

②取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不

正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合のほか、取締役会

に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、

重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必

要な重要事項を、監査役に報告することとしております。

(7)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換

を実施できる体制になっております。

②会計監査を依頼している監査法人及び内部監査担当とも意見交換や情報交

換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めることがで

きる体制になっております。

(8)反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制

当社は、「反社会的勢力排除に関する規程」に基づき、反社会的勢力・団

体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基

本方針とし、その旨を役員及び従業員全員に周知徹底するとともに、平素よ

り関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関

や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体

制になっております。なお、当社は公益財団法人大阪府暴力追放推進センタ

ーに加盟して情報の収集に努めるとともに、暴力的な要求又は不当な要求に

対しては警察等の外部関係機関と連携し、組織的に対処できる体制になって

おります。
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７．会計監査人の監査報告書受領後に生じた会社の現況に関する重要な

事実
当社は、2019年２月15日開催の取締役会において、子会社であるSilver Egg 

Technology Asia Limitedに対し、香港はじめアジア現地企業との事業アライア

ンス等を図り、さらなる新サービスを展開するため、AI技術・AIサービス企業

に投資するファンドへの出資、人材採用及び財務基盤強化のため、下記の通り

増資することを決議いたしました。

なお、当該増資が完了した場合、Silver Egg Technology Asia Limitedの資

本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当する

ことになります。

(1)異動する特定子会社の概要

①名称 Silver Egg Technology Asia Limited

②所在地
3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, 
Central, Hong Kong

③代表者の役職・氏名
代表取締役社長
トーマス・アクイナス・フォーリー

④事業内容 先端技術の研究開発及びWebマーケティング事業

⑤資本金 700,000香港ドル（日本円：9,975千円）

⑥設立年月日 2018年11月

⑦大株主及び持ち株比率 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 100％

⑧上場会社と当該会社と
の間の関係

資本関係
当社は、当該子会社の発行済株式総数
の100％を保有しております。

人的関係
当社の代表取締役が当該子会社の代表
取締役を兼任しております。

取引関係 記載すべき取引関係はありません。
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(2)増資の概要

①増資金額
10,610,000香港ドル
（日本円：約1億5千万円）

②増資後の資本金
11,310,000香港ドル
（日本円：約1億6千万円）

③払込日 2019年２月（予定）

（注）１．本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しておりま

す。

２．本事業報告中の記載金額には、消費税等は含まれておりません。

３．日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。
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貸　借　対　照　表

（2018年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

長 期 前 払 費 用

954,601

788,594

152,559

10,049

2,885

565

△53

51,355

30,412

23,863

6,549

504

291

213

20,437

182

16,003

3,279

972

（負 債 の 部）

流 動 負 債 105,884

未 払 金 40,168

未 払 費 用 25,042

未 払 法 人 税 等 23,584

未 払 消 費 税 等 13,653

預 り 金 3,430

そ の 他 4

負 債 合 計 105,884

（純資産の部）

株 主 資 本 900,072

資 本 金 268,834

資 本 剰 余 金 253,598

資 本 準 備 金 253,598

利 益 剰 余 金 377,774

その他利益剰余金 377,774

特別償却準備金 171

繰越利益剰余金 377,603

自 己 株 式 △134

純 資 産 合 計 900,072

資 産 合 計 1,005,957 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,005,957

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 20 －



損　益　計　算　書

( 2018年１月１日から
2018年12月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 918,001

営 業 費 用 783,752

営 業 利 益 134,248

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7

受 取 手 数 料 60

そ の 他 0 67

経 常 利 益 134,315

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0

関 係 会 社 株 式 評 価 損 493 493

税 引 前 当 期 純 利 益 133,822

法人税、住民税及び事業税 46,899

法 人 税 等 調 整 額 △1,207 45,691

当 期 純 利 益 88,130

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2018年１月１日から
2018年12月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

純 資 産
合 計資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合 計資　本

準備金

資 本
剰 余 金
合 計

その他利益剰余金
利 益
剰 余 金
合 計

特別償却
準 備 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 262,928 247,691 247,691 505 289,138 289,643 △134 800,129 800,129

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 5,906 5,906 5,906 11,812 11,812

特別償却準備金
の 取 崩

△333 333 － － －

当 期 純 利 益 88,130 88,130 88,130 88,130

自己株式の取得 － －

当期変動額合計 5,906 5,906 5,906 △333 88,464 88,130 － 99,943 99,943

当 期 末 残 高 268,834 253,598 253,598 171 377,603 377,774 △134 900,072 900,072

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。

（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しておりま

す。）

なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５

年間）に基づいております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権等の貸倒損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 41,854千円

(2) 関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 499千円

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高 3,471千円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当事業年度

期首の株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末の
株式数

普通株式 2,890,900株 22,500株 －株 2,913,400株

（注）１．当事業年度増加株式数は、当事業年度におけるストック・オプションの行使

によるものであります。

２．当事業年度末の株式数には、自己株式42株が含まれています。

(2) 新株予約権に関する事項

①権利行使期間の到来している新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数

普通株式　37,500株

②権利行使期間の到来している新株予約権の当期末残高

375個

③権利行使期間の到来していない新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

④権利行使期間の到来していない新株予約権の当期末残高

該当事項はありません。

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 1,963千円

敷金償却 2,727千円

関係会社株式評価損 587千円

その他 1,549千円

繰延税金資産小計 6,828千円

評価性引当額 △587千円

繰延税金資産計 6,240千円

繰延税金負債

特別償却準備金 75千円

繰延税金負債計 75千円

繰延税金資産の純額 6,165千円
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６．金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

設備投資計画に照らして、必要な資金を調達しております。なお、デリバティブ

等の投機的な取引はおこなっておりません。

②金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。未払金は、１

年以内の支払期日のものであります。

③金融商品に係るリスク管理体制

主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を

管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図って

おります。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を

織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す

ることがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（(注

２）参照）。

貸借対照表 時 価 差 額

① 現 金 及 び 預 金 788,594千円 788,594千円 －千円

② 売 掛 金 152,559 152,559 －

資 産 計 941,154 941,154 －

① 未 払 金 40,168 40,168 －

② 未 払 法 人 税 等 23,584 23,584 －

負 債 計 63,752 63,752 －

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

①現金及び預金、②売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。
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負債

①未払金、②未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 当事業年度（2018年12月31日）

関係会社株式 182千円

（注）関係会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難でありま

す。また、当事業年度中において、493千円の減損処理を行っております。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 788,594千円 －千円 －千円 －千円

売掛金 152,559 － － －

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 308円95銭

(2) １株当たり当期純利益 30円27銭

８．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年２月14日

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 後　藤　紳太郎 

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 目 細 　 実 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、シルバーエッ

グ・テクノロジー株式会社の2018年１月１日から2018年12月31日までの第21

期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監

査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書

に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断

により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の

有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 28 －



監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2018年１月１日から2018年12月31日までの第21期事業年度の取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成

し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画

等に従い、取締役、内部監査担当その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及

び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社

及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものと

して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役

会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ

いて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受

け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要

に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる

ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査

に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい

る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につ

いて検討いたしました。

２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。
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②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい

ても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

３．後発事象

　事業報告「７．会計監査人の監査報告書受領後に生じた会社の現況に関する重要な事

実」に記載されております。

2019年２月15日

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 田 中 　 守 

社 外 監 査 役 橋 本 芳 則 

社 外 監 査 役 津 田 和 義 

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：大阪府吹田市豊津町９－６

新大阪江坂 東急REIホテル ３階 ウッドルーム

電話　06－6338－0109

三井住友銀行 ローソン

フォルクス キリン堂

大同門

大同生命ビル

至 千里中央

江坂公園

三菱ＵＦＪ銀行

関西アーバン銀行

サニーストン
ホテル

北
大
阪
急
行
電
鉄

新
御
堂
筋

地
下
鉄
御
堂
筋
線

江　

坂　

駅

新大阪
江坂東急
REIホテル

至 梅田

⑨番出口

④番出口

Ｎ

交通　大阪メトロ御堂筋線江坂駅④番・⑨番出口より　徒歩１分

※駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くだ

さいますようお願い申しあげます。


